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● 用語について
 本文中に「＊」で表示しているものについては、
 巻末（p.112）に用語の解説を掲載しています。
● 「障害」の表記について
 法令等に基づくもの、固有名詞や一般的に漢字で表記した方が
 わかりやすいものは「障害」を使用し、それ以外は「障がい」と表記しています。
● 「ユニバーサルデザイン」の表記について
 固有名詞として使用する場合、ユニバーサルデザインを「UD（ユーディー）」と表記している場合があります。
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